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法
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中
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睦

男

一
九
六
一
年
に
大
学
院
に
入
学
し
て
以
来
四
0
年
間
に
わ
た
っ
て
、
憲
法
学
の
研
究
に
従
事
し
て
い
る
が
、
主
要
な
研
究
テ

l
マ
の
一
つ

北法52(3・39)841

が
社
会
権
で
あ
り
ま
す
。
社
会
権
と
は
、
憲
法
の
条
文
で
い
う
と
、

二
五
条
の
生
存
権
、
二
六
条
の
教
育
権
、
二
七
条
の
労
働
権
お
よ
び
二

八
条
の
労
働
基
本
権
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
伝
統
的
な
人
権
で
あ
る
自
由
権
と
区
別
す
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
講
演
で
は
、

私
の
四
0
年
間
に
わ
た
る
社
会
権
研
究
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。



~ij! 

社
会
権
研
究
の
取
組
み

j誕

(1) 

一
九
五
0
年
代
に
お
け
る
社
会
権
研
究
の
状
況

私
が
学
部
で
憲
法
の
勉
強
を
し
て
い
た
時
代
に
お
い
て
、
憲
法
全
般
に
わ
た
る
本
格
的
な
注
釈
書
と
し
て
、
法
学
協
会
『
註
解
日
本
国
憲

(
下
)
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
三
年
、

法
(
上
)

が
あ
っ
た
ほ
か
、
本
格
的
な
憲
法
体
系
書
は
、
有
斐
閣
の
法
律
学
全
集
の
な

一
九
五
四
年
)

か
の
清
宮
四
郎
『
憲
法

I
」
(
有
斐
閣
・
一
九
五
七
年
)
と
宮
沢
俊
義
『
憲
法
E
』
(
有
斐
閣
・

一
九
五
九
年
)

で
あ
り
ま
し
た
。
人
権
の
部

分
を
扱
っ
た
宮
沢
『
憲
法
H
』
は
、
私
の
学
部
三
年
生
の
時
に
出
版
さ
れ
、
大
学
院
に
入
っ
て
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
権
研
究
に
取
り
組
む

き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。
宮
沢
『
憲
法
E
』
が
、
社
会
権
の
章
に
わ
ず
か
六
頁
し
か
さ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
権
が

憲
法
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
て
い
な
い
研
究
分
野
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
と
、
人
権
の
歴
史
と
理
論
を
詳
し
く
叙
述
し
、
「
自
由
国

家
的
人
権
宣
言
」
と
「
社
会
国
家
的
人
権
宣
吾
一
巳
を
区
別
し
、
社
会
権
の
考
え
方
の
起
源
を
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
三
年
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
憲

法
草
案
に
求
め
て
い
た
こ
と
に
興
味
を
も
っ
た
か
ら
で
す
。

(2) 

北
大
法
学
部
に
お
け
る
最
初
の
研
究
と
最
後
の
研
究

大
学
院
で
の
修
士
論
文
に
手
を
加
え
た
の
が
、
①
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
社
会
権
の
発
展
(
二

1
(
三
)
」
北
大
法
学
論
集
一
四
巻

二
号
、
一
五
巻
一
号
、
二
号
(
一
九
六
三

1
一
九
六
四
年
)
で
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
か
ら
一
九
五
八
年
の
現
行
第
五
共
和

制
憲
法
に
い
た
る
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
の
な
か
で
社
会
権
が
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
と
い
う
歴
史
研
究
を
行
っ
て
お
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り
ま
す
。

②
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
社
会
権
に
つ
い
て
」
比
較
法
研
究
二
七
号
(
一
九
六
六
年
)
[
比
較
法
学
会
報
告
]
は
、
①
の
研
究
を
も

と
に
比
較
法
学
会
で
行
っ
た
報
告
を
要
約
し
た
も
の
で
す
。

大
学
院
修
士
課
程
修
了
後
、
法
学
部
助
手
と
し
て
研
究
に
専
念
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
間
一
九
六
五
年
一
O
月
か
ら
約
二
年
間
フ

ラ
ン
ス
の
ポ
ア
チ
エ
大
学
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
給
費
生
と
し
て
留
学
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
権
の
研
究
に
従
事
し
ま
し
た
。

③
「
歴
史
的
・
思
想
史
的
に
み
た
社
会
権
の
再
検
討
」
法
律
時
報
四
三
巻
一
号
(
一
九
七
一
年
)
[
憲
法
理
論
研
究
会
報
告
]
は
、
助
手

時
代
に
書
い
た
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
社
会
権
法
理
の
形
成
」
の
結
論
の
部
分
を
、
当
時
若
手
憲
法
研
究
者
で
作
ら
れ
た
憲
法
理
論
研

究
会
の
第
一
回
全
国
研
究
総
会
で
、
「
社
会
権
の
再
検
討
」
と
い
う
統
一
テ
l
マ
の
下
で
報
告
し
た
も
の
で
す
。

④
『
社
会
権
法
理
の
形
成
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
三
一
年
)
は
、
助
手
論
文
に
手
を
加
え
て
、
現
在
も
継
続
的
に
出
さ
れ
て
い
る
[
北
海
道

大
学
法
学
部
叢
書
]
の
六
冊
目
と
し
て
出
版
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

⑤
「
生
存
権
と
社
会
保
障
制
度
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
九
二
号
(
二
0
0
一
年
)
お
よ
び
@
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
杜
会
権
の
保
障
」

『
欧
川
統
合
の
下
で
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
構
造
変
容
の
研
究
」
[
平
成
一

研
究
成
果
報
告
書
]
(
二
O
O
一
年
)

一
年
度
1
平
成
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(
基
盤
研
究
(
B
)
(
1
)
)

は
、
私
が
北
大
法
学
部
在
職
中
に
書
い
た
最
後
の
研
究
論
文
で
す
。
北
大
法
学
部
で
の
研
究
は
、
社

会
権
で
始
ま
り
、
社
会
権
で
終
わ
っ
て
い
る
と
い
る
と
い
う
の
も
、
今
日
の
最
終
講
義
の
テ
l
マ
と
し
て
社
会
権
を
選
ん
だ
理
由
で
あ
り
ま

す

千1会権の法理

(3) 

社
会
権
再
検
討
の
要
点

北i去52(3・41)843
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社
会
権
の
再
検
討
と
し
て
提
示
し
た
点
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
当
時
の
通
説
的
見
解
で
あ
っ
た
民
法
学
者
我
妻
栄

の
「
生
存
権
的
基
本
権
」
は
、
「
自
由
権
的
基
本
権
」
と
「
社
会
権
的
基
本
権
」
の
区
別
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
前
者
が
「
自
由
」
と
い
う

色
調
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
生
存
」
と
い
う
色
調
を
も
つ
こ
と
、
第
二
に
、
人
権
の
保
障
の
方
法
に
つ
い
て
、
前
者
が
「
国
家
権

(
l
)
 

力
の
消
極
的
な
規
整
・
制
限
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
国
家
権
力
の
積
極
的
な
配
慮
・
関
与
」
で
あ
る
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
私
は
、
③
論
文
と
④
著
書
で
、
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
社
会
権
の
基
底
に
は
自
由
権
が
存
在
し
、
自
由
権
と
社
会
権
が
相
互
に

関
連
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
を
中
心
と
す
る
利
害
関
係
者
の
集
団
的
権
利
・
自
由
を
軸
と
し
、
国
家
の
介
入
を
補

講

充
的
な
も
の
に
と
ど
め
る
す
る
「
下
か
ら
の
社
会
権
」
論
を
提
唱
し
ま
し
た
。
「
下
か
ら
の
杜
会
権
論
」
は
、
当
事
者
の
自
主
的
活
動
を
強

調
し
て
国
家
の
役
割
を
当
事
者
の
自
主
的
活
動
を
補
充
す
る
二
次
的
な
も
の
に
と
ど
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
権
力
が
強
大
に
な
る
こ
と

を
防
ご
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
権
の
思
想
お
よ
び
理
論
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
、
フ

ラ
ン
ス
の
法
社
会
学
者
ギ
ユ
ル
ヴ
ィ
チ
が
、
社
会
権
を
経
済
的
弱
者
を
保
護
す
る
た
め
の
国
家
の
介
入
と
捉
え
る
説
に
対
し
て
、
そ
れ
が
、

「
経
済
的
に
恵
ま
れ
な
い
者
お
よ
び
社
会
的
に
抑
圧
さ
れ
た
者
を
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
の
恩
恵
的
措
置
の
受
動
的
な
受
益
者
お
よ
び
名
宛
人
と

(2) 

し
て
し
か
み
て
い
な
い
」
こ
と
か
ら
、
「
民
主
主
義
と
自
由
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
特
に
注
目
し
ま
し
た
。
な

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
権
の
思
想
史
お
よ
び
理
論
史
を
中
心
と
し
、
社
会
権
の
う
ち
で

ぉ
、
④
著
は
、
法
学
博
士
の
学
位
取
得
論
文
で
、

も
労
働
基
本
権
を
主
と
し
て
扱
っ
た
も
の
で
す
。

個
別
社
会
権
の
法
的
権
利
性
の
主
張

そ
の
後
の
私
の
社
会
権
研
究
は
、
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
、

二
八
条
の
労
働
基
本
権
と
い
う
個

二
六
条
の
教
育
権
、

二
七
条
の
労
働
権
、

jヒ{土52(3・42)844 



別
の
社
会
権
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
法
的
権
利
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
特
に
、
社
会
権
が
問
題
に
な
っ
た
憲
法

裁
判
を
念
頭
に
置
い
て
、
生
存
権
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
に
対
す
る
法
的
権
利
説
の
主
張
、
教
育
権
に
つ
い
て
は
、
教
育
の
自

由
の
主
張
、
労
働
基
本
権
に
つ
い
て
は
、
特
に
労
働
基
本
権
の
自
由
権
的
側
面
と
し
て
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
刑
事
上
の
自
由
を
主
張
す
る
も
の

で
あ
り
ま
し
た
。

一
九
八
0
年
代
前
半
ま
で
の
研
究
業
績
で
個
別
社
会
権
の
解
釈
論
と
し
て
ま
と
め
た
の
が
、
⑦
「
生
存
権
」
「
労
働
権
」
「
労
働
基
本
権
」

芦
部
信
喜
編
『
憲
法
血
人
権
問
」
(
有
斐
閣
・
一
九
八
一
年
)
で
、
か
な
り
詳
し
い
論
点
に
ま
で
触
れ
、
力
を
入
れ
て
書
い
た
論
稿
で
す
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
書
い
た
生
存
権
、
教
育
権
、
労
働
基
本
権
に
関
す
る
主
要
な
論
文
は
、
⑧
『
社
会
権
の
解
釈
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
三

年
)
に
収
め
て
お
り
ま
す
。

(1) 

教
育
権

社会権の法理

前
記
の
④
著
書
が
、
教
育
権
を
全
く
扱
わ
な
か
っ
た
点
を
補
う
こ
と
と
、
教
育
権
は
、
そ
の
他
の
社
会
権
と
比
べ
て
も
人
の
精
神
活
動
に

関
わ
る
点
で
自
由
権
と
の
関
わ
り
が
一
層
強
い
こ
と
に
着
目
し
て
、
⑨
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
の
自
由
法
理
の
形
成
(
一
)
士
二
」
北

大
法
学
論
集
二
三
一
巻
二
号
、
二
四
巻
一
号
(
一
九
七
二

1
一
九
七
三
年
)
を
執
筆
し
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
法
で
の
教
育
の
自
由
論
は
、
真
理
教
育
の
観
点
か
ら
公
教
育
の
政
治
権
力
か
ら
の
独
立
を
説
く
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
思
想
家
コ

ン
ド
ル
セ
や
第
三
共
和
政
下
の
代
表
的
公
法
学
者
で
あ
る
で
デ
ユ
ギ
l
の
教
育
の
自
由
論
が
学
界
で
も
注
目
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

と
も
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
人
権
論
で
は
、
教
育
の
自
由
が
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
以
来
教
育
の
自
由
が
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
問
題
を
議
会
の
議
事
録
を
は
じ
め
と

す
。
こ
の
論
文
は
、

北法52(3・43)845
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す
る
第
一
次
資
料
を
使
っ
て
検
討
し
た
も
の
で
す
。
私
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
教
育
の
自
由
論
で
最
も
注
目
し
た
の
が
、
真
理
教
育
の
観
点

か
ら
政
治
権
力
か
ら
の
教
育
の
独
立
を
説
い
た
コ
ン
ド
ル
セ
で
、
「
人
聞
は
そ
の
未
知
の
限
界
が
た
と
え
存
在
す
る
に
し
て
も
現
在
考
え
う

議

る
と
こ
ろ
を
は
る
か
越
え
て
い
る
完
全
可
能
性
を
自
然
か
ら
授
か
っ
て
お
り
、
新
し
い
真
理
の
認
識
が
人
間
に
と
っ
て
そ
の
幸
福
と
栄
光
の

源
泉
で
あ
る
こ
の
悦
ば
し
い
能
力
を
発
達
さ
せ
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
か
ら
、
一
体
い
か
な
る
権
力
が
人
間
に
、
諸
君
が
知
る
必
要
が
あ
る

こ
と
は
こ
れ
で
あ
る
、
諸
君
が
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
界
は
こ
れ
で
あ
る
、
と
い
う
権
利
を
保
有
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
真
理
の
み

が
有
用
で
あ
り
、
す
べ
て
の
誤
謬
は
悪
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
権
力
で
あ
る
と
い
え
ど
も
、
い
か
な
る
権
利
に
よ
っ
て
ど
こ
に
真
理
が
存

在
し
、
誤
謬
が
あ
る
か
を
敢
え
て
決
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
言
葉
は
、
教
育
権
の
独
立
の
本
質
を
表
現
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

国
家
は
、
「
学
校
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
学
説
の
教
育
を
禁
止
す
る
こ
と
も
、
強
制
す
る
こ
と
も
で
き
・
な
い
で
き
な
」
く
、
「
学
説
を
持
つ

(
3
)
 

べ
き
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
学
説
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
デ
ユ
ギ
l
の
指
摘
は
、
教
育
の
自
由
の
本
質
に
触
れ
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
当
初
の
計
画
で
は
、
第
三
共
和
政
下
の
公
教
育
体
制
の
成
立
ま
で
扱
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
と
ナ
ポ
レ
オ
ン

帝
政
期
ま
で
で
、
一
五
O
頁
を
越
え
る
論
文
に
な
り
、
私
が
教
授
に
昇
任
す
る
際
に
主
た
る
審
査
対
象
論
文
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

教
育
権
に
関
す
る
学
説
お
よ
び
実
務
の
関
心
は
、
教
育
内
容
を
決
定
す
る
権
能
が
国
民
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
国
家
に
あ
る
の
か
と
い

う
「
国
民
教
育
権
」
説
と
「
国
家
教
育
権
」
説
と
の
対
立
、
教
育
の
自
由
が
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り

一
九
七

O
年
七
月
一
七
日
に
出
さ
れ
た
家
永
教
科
書
検
定
第
二
次
訴
訟
の
東
京
地
裁
判
決
(
い
わ
ゆ
る
杉
本
判
決
・
判
例

時
報
六
O
四
号
二
九
頁
)
が
、
「
国
民
教
育
権
」
説
の
立
場
を
と
っ
て
、
教
育
の
自
由
を
認
め
、
議
論
の
素
材
と
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
に

ま
し
た
。
特
に
、

一
九
七
四
年
七
月
一
六
日
に
出
さ
れ
た
家
永
教
科
書
検
定
第
一
次
訴
訟
の
東
京
地
裁
判
決
(
い
わ
ゆ
る
高
津
判
決
・
判
例
時
報
七

五
一
号
四
七
頁
)
は
、
「
国
家
教
育
権
」
説
の
立
場
か
ら
、
教
育
の
自
由
に
消
極
的
な
態
度
を
と
り
、
現
代
の
公
教
育
な
い
し
福
祉
国
家
に

お
い
て
は
教
育
の
私
事
性
が
捨
象
さ
れ
て
、
国
が
国
民
の
付
託
に
基
づ
い
て
公
教
育
を
実
施
す
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
考
え
方
を
明
ら
か

対
し
て
、
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に
し
た
も
の
で
す
。

⑮
「
公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
七
O
号
(
一
九
七
四
年
)
は
、
高
津
判
決
の
基
礎
に
あ
る
、
社
会
権
と
し
て
の
教

育
権
は
自
由
権
と
峻
別
さ
れ
、
教
育
の
自
由
を
排
除
す
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、
社
会
権
と
し
て
の
教
育
権
は
教
育
の
自
由
を
前
提
に

す
る
人
権
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
こ
の
判
決
を
批
判
し
た
も
の
で
す
。

⑪
「
教
育
の
自
由
」
奥
平
康
弘
・
杉
原
泰
雄
編
『
憲
法
学
2
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
六
年
)
は
、
教
育
の
自
由
の
ま
と
ま
っ
た
論
文
で
、

教
育
の
自
由
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
親
の
家
庭
教
育
の
自
由
お
よ
び
学
校
教
育
選
択
の
自
由
、
私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
、
教
師
の
教
育
の

自
由
、
子
ど
も
の
学
習
の
自
由
、
国
民
の
教
科
書
そ
の
他
教
材
発
行
の
自
由
な
ど
、
権
利
の
主
体
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
内
容
を
有
す
る
権
利

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
な
お
、
教
育
の
自
由
と
の
関
連
で
、
「
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
は
通
学
の
義
務
ま
で
、
含
む
か
」

と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
「
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
の
保
障
は
画
一
的
な
教
育
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
個
性
に
合
っ
た
教
育
を
要
請

し
、
ま
た
親
の
思
想
信
条
に
も
と
づ
く
教
育
の
自
由
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
学
校
教
育
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
る
の
で
、
親
が

家
庭
教
師
や
私
塾
な
ど
学
校
外
に
お
い
て
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
教
育
の
自
由
の
一
環
と
し
て
、
認
め
ら
れ
て
よ
い

(
4
)
 

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
」
(
同
右
書
一
九
一
頁
)
と
指
摘
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
中
川
明
教
授
に
も
注
目
し
て
い
た
だ
い
た
。

(2) 

労
働
基
本
権

社会権の法理

⑫
「
労
働
基
本
権
」
芦
部
信
喜
・
池
田
政
章
・
杉
原
泰
雄
編
『
演
習
憲
法
』
(
青
林
書
院
新
社
・
一
九
七
三
一
年
)

は
、
労
働
基
本
権
の
解

釈
論
を
行
っ
た
最
初
の
論
文
で
す
。

労
働
基
本
権
が
社
会
権
と
い
っ
て
も
、
憲
法
二
八
条
に
よ
る
労
働
基
本
権
の
保
障
の
態
様
は
、
第
一
に
、
国
家
の
刑
罰
権
か
ら
の
自
由
(
い
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わ
ゆ
る
刑
事
免
責
)
、
第
二
に
、
民
事
上
に
お
け
る
使
用
者
の
経
済
的
自
由
権
(
契
約
の
自
由
な
い
し
私
的
所
有
の
自
由
)
の
制
限
(
い
わ

ゆ
る
民
事
免
責
)
、
第
三
に
、
行
政
委
員
会
た
る
労
働
委
員
会
に
よ
る
救
済
(
不
当
労
働
行
為
制
度
)
と
い
う
三
一
つ
の
側
面
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
国
家
と
の
関
係
で
い
う
と
、
第
一
の
国
家
の
刑
罰
権
か
ら
の
自
由
は
ま
さ
し
く
国
(
永
か
ら
の
自
由
で

あ
り
、
第
二
の
側
面
は
、
使
用
者
と
労
働
者
と
い
う
私
人
間
の
関
係
に
国
家
が
介
入
し
て
経
済
的
弱
者
た
る
労
働
者
に
有
利
に
契
約
の
自
由

な
い
し
私
的
所
有
の
自
由
の
原
則
を
修
正
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
の
側
面
で
あ
る
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
国
家
の
行
政
が
積
極
的
に
介

入
し
て
労
働
者
の
権
利
を
救
済
す
る
こ
と
で
す
。
第
一
の
側
面
は
自
由
権
保
障
の
論
理
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
の
側

議

面
で
使
用
者
の
経
済
的
自
由
権
を
労
働
者
に
有
利
に
修
正
す
る
の
は
、
労
働
基
本
権
の
保
障
が
労
働
者
の
生
存
権
の
保
障
を
基
本
理
念
と
す

る
こ
と
に
求
め
ら
れ
、
そ
こ
に
社
会
権
と
し
て
の
労
働
基
本
権
の
意
味
が
あ
る
と
解
す
る
の
で
す
。

一
九
六
六
年
一

O
月
二
六
日
に
出
さ
れ
た
全
逓
東
京
中
郵
事
件
最
高
裁
判
決
(
刑
集
二

O
巻
八

号
九
O
二
回
八
)
か
ら
も
示
唆
を
受
け
ま
し
た
。
第
一
の
労
働
基
本
権
の
刑
事
上
の
自
由
に
つ
い
て
、
こ
の
判
決
は
、
「
勤
労
者
の
争
議
行
為

等
に
対
し
て
刑
事
制
裁
を
科
す
る
こ
と
は
、
必
要
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
盟
罷
業
、
怠
業
の
よ
う
な
単
純
な
不

作
為
を
刑
罰
の
対
象
と
す
る
に
つ
い
て
は
、
特
別
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
け
だ
し
、
現
行
法
上
、

契
約
上
の
債
務
の
単
な
る
不
履
行
は
、
債
務
不
履
行
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
に
契
約
の
解
除
、
損
害
賠
償
責
任
等
の
民
事
的
法
律
効
果
が
伴

う
に
と
ど
ま
り
、
刑
事
上
の
問
題
と
し
て
こ
れ
に
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
な
い
の
が
原
則
」
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
「
人
権
尊
重
の
近
代
的
思

想
」
か
ら
も
当
然
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
第
二
の
側
面
に
関
し
て
は
、
「
労
働
基
本
権
の
保
障
の
狙
い
は
、
憲
法
二
五
条
に
定
め
る

こ
の
よ
う
な
労
働
基
本
権
の
捉
え
方
は
、

い
わ
ゆ
る
生
存
権
の
保
障
を
基
本
理
念
と
し
、
勤
労
者
に
対
し
て
人
間
に
値
す
る
生
存
を
保
障
す
べ
き
も
の
と
す
る
見
地
に
立
ち
」
、
「
憲
法

二
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
経
済
上
劣
位
に
立
つ
勤
労
者
に
対
し
て
実
質
的
な
自
由
と
平
等
と
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、

そ
の
団
結
権
、
団
体
交
渉
権
、
争
議
権
等
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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公
務
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
原
則
的
に
刑
事
上
不
可
罰
と
し
た
全
逓
東
京
中
郵
事
件
判
決
は
、
そ
の
後
、
一
九
六
九
年
四
月
二
日
の
都
教
組

事
件
判
決
(
刑
集
二
三
巻
五
号
コ

δ
五
頁
)
お
よ
び
全
司
法
安
保
六
・
四
事
件
判
決
(
刑
集
二
三
一
巻
五
号
六
八
五
百
円
)
に
よ
っ
て
判
例
と
し

て
踏
襲
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
三
一
年
四
月
二
五
日
の
全
農
林
警
職
法
事
件
判
決
(
刑
集
二
七
巻
四
号
五
四
七
頁
)
は
、
判
例
変

更
を
行
い
刑
事
罰
に
よ
る
公
務
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
一
律
禁
止
を
合
憲
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
例
変
更
は
、
新
た
に
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
が

長
官
を
含
む
多
数
派
を
形
成
し
て
八
対
七
の
僅
少
差
で
な
さ
れ
た
た
め
に
、
判
例
変
更
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
論
議
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
。

⑬
「
公
務
員
の
労
働
基
本
権
|
全
農
林
警
職
法
事
件
上
告
審
判
決
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
増
刊
・
基
本
判
例
解
説
シ
リ
ー
ズ
「
憲
法
の
判
例
」
[
第

三
版
]
(
一
九
七
七
年
)
は
、
全
農
林
警
職
法
事
件
判
決
に
対
し
て
、
労
働
基
本
権
の
基
本
的
人
権
と
し
て
の
意
味
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
と
、
公
務
員
の
労
働
基
本
権
を
制
限
す
る
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
全
体
の
奉
仕
論
、
勤
務
条
件
法
定
主
義
H

財
政
民
主
主
義
論
、

歯
止
め
欠
如
論
、
代
償
措
置
論
に
批
判
を
加
え
た
も
の
で
す
。

労
働
基
本
権
に
つ
い
て
は
、
全
農
林
警
職
法
事
件
判
決
が
判
例
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
国
鉄
が
民
営
化
さ
れ
、

公
務
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
も
実
際
上
殆
ど
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
学
説
の
関
心
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
と
い
え
ま
す
。

(3) 

生
存
権

社会権の法理

先
に
紹
介
し
た
憲
法
施
行
初
期
の
通
説
的
学
説
で
あ
る
我
妻
栄
の
牛
存
権
的
基
本
権
論
で
は
、
生
存
権
を
典
型
的
な
権
利
と
す
る
生
存
権

的
基
本
権
は
、
「
一
種
特
別
の
権
利
」
で
あ
り
、
生
存
権
の
自
由
権
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に
侵
害
す
る
立
法
、
行
政
お
よ

び
私
人
の
行
為
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
生
存
権
の
請
求
権
的
な
側
面
に
つ
い

て
は
、
国
家
が
生
存
権
実
現
の
た
め
に
必
要
な
立
法
や
適
当
な
施
設
を
し
な
い
と
き
に
は
、
憲
法
の
規
定
で
は
、
い
ま
だ
国
家
に
対
す
る
具
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体
的
な
請
求
権
を
認
め
る
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
怠
慢
は
憲
法
違
反
と
し
て
も
、
裁
判
所
の
法
令
審
査
権
で
は
是
正
で
き
な
い
と
解

(
5
)
 

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
初
期
の
代
表
的
な
憲
法
注
釈
書
で
あ
る
『
註
解
日
本
国
憲
法
』
は
、
生
存
権
の
請
求
権
的
側
面
に
つ
い
て
は
、

「
積
極
的
意
味
に
お
け
る
生
存
権
の
健
保
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
国
が
常
に
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
将
来
の

政
治
や
立
法
に
対
す
る
基
本
的
な
方
向
を
指
示
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
こ
の
よ
う
な
努
力
を
国
が
怠
っ
た
場
合
、
即
ち
生
存
権
に
対
す
る
、

い
わ
ば
消
極
的
な
侵
害
に
対
し
て
は
、
特
別
の
法
的
救
済
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
法
律
的
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
意
義
の

(6) 

も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
し
た
。

i時

生
存
権
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
る
学
説
の
展
開
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
を
克
服
す
る
理
論
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
学
説
の
発

一
九
六
O
年
一

O
月
一
九
日
に
出
さ
れ
た
朝
日
訴
訟
東
京
地
裁
判
決
(
判
例
時
報
二
四
一
号
二
頁
)
で
あ
り
ま

す
。
朝
日
訴
訟
は
、
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
を
具
体
化
す
る
法
律
で
あ
る
生
活
保
護
法
に
基
づ
い
て
厚
生
大
臣
が
定
め
る
生
活
保
護
基
準
の

合
憲
性
が
争
わ
れ
た
訴
訟
で
あ
る
が
、
東
京
地
裁
判
決
は
、
憲
法
二
五
条
と
生
活
保
護
法
を
一
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
医
療

扶
助
を
受
け
て
病
院
に
入
院
し
て
い
る
生
活
保
護
受
給
者
の
日
用
品
費
を
一
ヶ
月
六
O
O
円
と
定
め
る
生
活
保
護
基
準
が
実
質
的
に
は
憲
法

展
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、

二
五
条
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

(
7
)
 

学
説
で
は
、
抽
象
的
権
利
説
の
先
駆
的
学
説
と
い
え
る
池
田
政
章
教
授
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
積
極
説
と
、
大
須
賀
明
教
授
の
具
体
的
権
利

(
8
)
 

説
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

⑪
「
生
存
権
の
法
的
性
格
堀
木
訴
訟
控
訴
審
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
法
律
時
報
四
八
巻
五
号
(
一
九
七
六
年
)
は
、
児
童
扶
養
手
当
と
障

害
福
祉
年
金
と
の
併
給
を
禁
止
す
る
児
童
扶
養
手
当
法
の
規
定
そ
の
も
の
が
憲
法
二
五
条
に
反
す
る
こ
と
が
争
わ
れ
た
事
案
で
、
憲
法
二
五

条
の
一
項
と
二
項
を
区
分
し
て
、
二
五
条
一
項
に
裁
判
規
範
と
し
て
強
い
効
力
を
認
め
る
憲
法
二
五
条
一
項
・
二
項
区
分
論
を
採
用
し
た
一

九
七
五
年
一
一
月
一

O
日
の
堀
木
訴
訟
大
阪
高
裁
判
決
(
判
例
時
報
七
九
五
号
三
頁
)
を
素
材
に
し
て
生
存
権
の
法
的
性
格
の
問
題
を
論
じ

北法52(3・48)850



た
論
文
で
す
。

こ
の
論
文
で
は
、
従
来
か
ら
学
説
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
か
否
か
と
い
う
議
論
は
、
生
存
権
が
憲
法
二
五
条
の
み
を
根
拠

に
国
に
対
し
て
積
極
的
給
付
を
要
求
し
う
る
具
体
的
権
請
求
権
で
な
い
か
ら
直
ち
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
で
あ
る
と
す
る
点
で
妥
当
で
は
な
く
、

生
存
権
が
憲
法
二
五
条
の
み
を
根
拠
に
国
家
に
対
し
て
積
極
的
給
付
を
求
め
る
場
合
以
外
の
形
態
に
お
い
て
は
、
生
存
権
規
定
の
自
由
権
的

側
面
を
争
う
形
態
、
さ
ら
に
堀
木
訴
訟
の
よ
う
に
固
の
作
為
を
定
め
る
法
律
の
存
在
を
前
提
に
、
そ
の
法
律
に
基
づ
く
裁
判
の
な
か
で
生
存

権
違
反
を
争
う
形
態
で
は
、
二
疋
の
裁
判
規
範
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
法
的
権
利
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
す
。
ま
た
、
堀
木

訴
訟
控
訴
審
判
決
の
憲
法
二
五
条
一
項
・
二
項
区
分
論
に
対
す
る
私
の
評
価
は
、
憲
法
二
五
条
で
保
障
さ
れ
た
生
存
権
に
対
し
て
緩
や
か
な

違
憲
審
査
基
準
を
用
い
る
場
合
と
、
よ
り
厳
し
い
違
憲
審
査
基
準
を
用
い
る
場
合
の
二
つ
に
分
け
る
考
え
方
そ
の
も
の
は
妥
当
で
あ
る
が
、

よ
り
厳
し
い
違
憲
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
、
憲
法
二
五
条
一
項
の
生
活
保
護
法
に
よ
る
公
的
扶
助
に
限
定
し
た
点
が
問
題
で
あ
る

と
す
る
も
の
で
、
憲
法
二
五
条
の
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
、
人
間
と
し
て
の
「
最
低
限
度
の
生
活
」
の
保
障
と
、
よ
り
快
適
な
生
活
の
保
障

と
の
聞
に
、
立
法
府
の
裁
量
の
帽
の
広
狭
を
認
め
、
前
者
の
場
合
に
、
よ
り
厳
格
な
審
査
基
準
を
採
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。

⑬
「
生
存
権
」
中
村
睦
男
・
永
井
憲
一
「
生
存
権
・
教
育
権
』
(
法
律
文
化
社
・
一
九
八
九
年
)
は
、
明
治
憲
法
下
の
日
本
に
お
け
る
生

存
権
思
想
の
形
成
、
第
二
次
大
戦
後
の
生
存
権
理
論
の
展
開
、
朝
日
訴
訟
、
牧
野
訴
訟
、
藤
木
訴
訟
、
堀
木
訴
訟
で
の
裁
判
に
よ
る
生
存
権

の
主
張
、
生
存
権
の
法
的
内
容
、
生
存
権
と
環
境
権
を
内
容
と
す
る
牛
存
権
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
す
。

社会権の法理
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社
会
権
の
新
し
い
展
開

(1) 

教
育
権



議

一
九
六
0
年
代
か
ら
七
0
年
代
に
か
け
て
教
科
書
検
定
訴
訟
や
学
力
テ
ス
ト
事
件
な
ど
の
裁
判
を
め
ぐ
っ
て
主
張
さ
れ
る
教
育
権
の
内
容

は
、
国
家
に
対
し
て
、
親
、
子
ど
も
、
教
師
が
一
体
と
な
っ
て
国
民
の
教
育
権
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九

七
0
年
代
後
半
以
降
に
な
っ
て
か
ら
裁
判
で
問
題
に
な
っ
て
ゆ
く
内
申
書
裁
判
、
日
曜
日
訴
訟
な
ど
で
の
教
育
権
の
主
張
は
、
学
校
・
教
師

に
対
し
て
、
子
ど
も
・
親
の
教
育
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
く
教
育
の
自
由
の
主
体

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
教
師
の
教
育
の
自
由
と
、
子
ど
も
・
親
の
教
育
の
自
由
が
正
面
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

北法52(3・50)852
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特
に
、
中
川
明
教
授
が
弁
護
士
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
内
申
書
裁
判
の
第
一
審
東
京
地
裁
一
九
七
九
年
三
月
二
八
日
判
決
(
判

例
時
報
九
二
一
号
一
八
頁
)
が
、
生
徒
の
学
習
権
を
根
拠
に
し
て
、
内
申
書
に
お
け
る
生
徒
の
思
想
信
条
の
自
由
お
よ
び
表
現
の
自
由
に
か

か
わ
る
不
利
益
な
評
定
お
よ
び
特
記
事
項
へ
の
記
載
を
教
師
の
教
育
評
価
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
で
違
法
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
注
目

さ
れ
ま
し
た
。

⑬
「
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
人
権
の
保
障
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
六
九
四
号
(
一
九
七
九
年
)
は
、
学
習
権
を
は
じ
め
子
ど
も
の
人
権
を
認
め
た

内
申
書
裁
判
東
京
地
裁
判
決
を
支
持
す
る
立
場
で
書
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
内
申
書
裁
判
の
上
級
審
で
は
、
東
京
高
裁
一
九
八
二

年
五
月
一
九
日
判
決
(
判
例
時
報
一

O
四
一
号
二
四
頁
)
、
最
高
裁
会
九
八
八
年
七
月
一
五
日
判
決
(
判
例
時
報
一
二
八
七
号
六
五
頁
)
と

も
に
、
生
徒
の
学
習
権
お
よ
び
思
想
信
条
の
自
由
の
侵
害
を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
高
裁
判
決
に
対
し
ま
し
て
は
、
⑪
判
例
評
論
三
六
一
二

号
(
判
例
時
報
一
三
O
三
号
)
の
〈
最
新
判
例
批
評
〉
で
批
判
し
ま
し
た
。

(2) 

生
存
権
と
社
会
保
障
の
理
念

生
存
権
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
か
そ
れ
と
も
法
的
権
利
か
と
い
う
問
題
は
、
二
者
択
一
的
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
生
存
権
は
、

一
方
で



は
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
立
法
の
指
針
と
し
て
社
会
保
障
制
度
の
構
築
に
あ
た
っ
て
の
基
盤

と
な
る
べ
き
権
利
で
あ
り
ま
す
。
近
年
、
北
大
法
学
研
究
科
で
育
っ
た
社
会
保
障
法
研
究
者
か
ら
、
優
れ
た
研
究
が
出
さ
れ
て
い
る
の
が
注

目
さ
れ
ま
す
。
菊
池
馨
実
『
社
会
保
障
の
法
理
念
」
(
有
斐
閣
・
二

0
0
0
年
)
は
、
政
策
論
・
制
度
論
に
わ
た
る
社
会
保
障
の
権
利
論
を

展
開
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
加
藤
智
章
『
医
療
保
険
と
年
金
保
険
』
(
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
・
一
九
九
五
年
)
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
医

療
保
険
制
度
と
年
金
保
険
制
度
を
対
象
に
、
倉
田
聡
『
医
療
保
険
の
基
本
構
造
』
(
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
・
一
九
九
七
年
)
は
、
ド
イ

ツ
の
疾
病
保
険
制
度
を
対
象
に
し
て
、
生
存
権
と
社
会
連
帯
の
原
理
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
的
に
は
当
事
者
の
自
治
と
し
、

国
家
の
役
割
を
補
充
的
な
も
の
に
と
ど
め
る
社
会
保
障
制
度
を
構
想
す
る
も
の
で
、
私
の
「
下
か
ら
の
社
会
権
論
」
か
ら
み
る
と
同
感
す
る

と
こ
ろ
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

お
わ
り
に

私
が
三
O
年
前
に
社
会
権
の
基
礎
に
自
由
権
が
存
在
し
、
社
会
権
と
自
由
権
が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
点
に
つ
い
て
は
、

今
日
で
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
市
場
原
理
や
経
済
的
自
由
が
強
調
さ
れ
、
社
会
権
や
そ
の
基
盤
に
あ

る
福
祉
国
家
の
理
念
そ
の
も
の
に
批
判
的
な
見
解
も
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

lf会権の法理

⑬
「
福
祉
国
家
の
ゆ
く
え
」
全
国
憲
法
研
究
会
編
『
憲
法
問
題
山
』
(
三
省
堂
・
一
九
九
九
年
)
お
よ
び
⑬
「
社
会
権
の
今
日
的
課
題
」

憲
法
理
論
研
究
会
編
『
現
代
行
財
政
と
憲
法
』
(
敬
文
堂
・
一
九
九
九
年
)
で
は
、
福
祉
や
教
育
に
お
け
る
国
家
の
積
極
的
役
割
を
強
調
し
、

人
が
人
と
し
て
の
存
在
を
全
う
す
る
た
め
に
社
会
権
が
自
由
権
と
並
ん
で
重
要
な
人
権
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。
福
祉
、
教
育
、
学

術
文
化
の
根
幹
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
担
う
責
務
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
の
巨
匠
で
あ
る
デ
ユ
ギ
ー
が
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I旨i

二
O
世
紀
初
頭
に
社
会
連
帯
の
理
論
を
思
想
的
根
拠
に
、
社
会
連
帯
を
増
進
す
べ
き
国
家
の
積
極
的
義
務
を
主
張
し
、
公
役
務
を
中
心
に
行

政
法
体
系
を
構
築
し
た
意
味
を
一
二
世
紀
の
今
日
改
め
て
確
認
す
べ
き
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

議

↑土

(
l
)
我
妻
栄
『
新
憲
法
と
甘
基
芯
本
的
人
権
』
(
国
立
童
書
百
院
'
一
九
四
八
年
)
一
一
二
(OU
頁
以
下

O

(
2
)
。
。
巴
『
2〈三』広安丹宍【円♀U法F
F峨円「、
m即H

巳忌郎和一

n♀-白問『釦包【
5
=
【♀】片刊
2聞

R色骨】町円
8。戸
5

門

z印∞
8。円巳-白
g巴u戸丙F岨閉司刃》Jh

(
3
)
戸
hb宮「δ。
口
U
=
伺
=
昨
戸J
可叶↓同『4

イ「
3邑白包包-宵忘円応b
(己-伺♀舎司
5。2-昨門=口
g。=ヨ凹門巴去F昨門
5
0
5
n
f
F〈咽
M
刊

E
z・同
Maz--申
M
少
-u

凶宮

(
4
)
中
川
明
言
子
校
に
市
民
社
会
の
風
を
』
(
筑
摩
書
房
・
一
九
九
一
年
)
八
四
頁
。

(
5
)
我
妻
・
前
掲
書
二
ニ
ム
ハ
ー
一
四
O
頁
、
同
「
基
本
的
人
権
」
国
家
学
会
編
『
新
憲
法
の
研
究
』
(
有
斐
閣
・
一
九
四
七
年
)
八
七
1
八
八
頁
。

(
6
)
法
学
協
会
『
註
解
日
本
国
憲
法
上
巻
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
三
年
)
四
八
八
1
四
八
九
頁
。

(
7
)
池
田
政
章
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
に
お
け
る
消
極
性
と
積
極
性
(
一
)
(
二
ご
立
教
法
学
三
号
(
一
九
六
一
年
)
三
O
頁
以
下
、
同
七
号
(
一

九
六
五
年
)
二
五
頁
以
下
。

(
8
)
大
須
賀
明
「
憲
法
上
の
不
作
為
l
生
存
権
条
項
に
即
し
て
の
検
討
」
早
稲
田
法
学
四
四
巻
一

H

二
合
併
号
(
一
九
六
九
年
)
一
四
五
頁
以
下
、

同
「
生
存
権
」
法
律
時
報
四
一
巻
五
号
(
一
九
六
九
年
)
七
二
頁
以
下
、
同
「
社
会
権
の
法
理
」
公
法
研
究
三
四
号
(
一
九
七
二
年
)
一
一
一
一
一

頁
以
下
。

↓
リ
ロ
山

f
E
 本
稿
は
、
二
O
O
一
年
四
月
二
八
日
に
北
海
道
大
学
法
学
部
で
行
わ
れ
た
最
終
講
義
の
原
稿
を
基
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
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